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１【提出理由】

　平成28年６月23日開催の当社第122回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　株式併合の件

平成28年10月１日を効力発生日として、当社株式について10株を１株にする併合を行い、発行可能株

式総数について88,300,000株に変更する。

 

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、藤井康雄、東彰、石井泰人、小島正、井上毅の５氏を選任する。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、川端雅一、醤油和男の両氏を選任する。

 

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬として、３年間に上限金100百万円を拠出する信託を通

じた業績連動型株式報酬制度を導入する。

 

第５号議案　当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、また

は、結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社の株券等の買付行為に対

する対応方針を承認する。

 

EDINET提出書類

トピー工業株式会社(E01230)

臨時報告書

2/3



(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 198,544 124 11 （注）１ 可決　98.7％

第２号議案    （注）２  

藤井　康雄 174,127 24,538 11  可決　86.5％

東　彰 190,898 7,767 11  可決　94.9％

石井　泰人 190,866 7,799 11  可決　94.8％

小島　正 197,557 1,108 11  可決　98.2％

井上　毅 198,501 164 11  可決　98.6％

第３号議案    （注）２  

川端　雅一 175,415 23,250 11  可決　87.2％

醤油　和男 171,257 27,408 11  可決　85.1％

第４号議案 193,961 4,708 11 （注）３ 可決　96.4％

第５号議案 149,885 48,784 11 （注）３ 可決　74.5％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上の賛成によるものであります。

（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成によるものであります。

（注）３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当

日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、確認できたものについてのみ加算しております。
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